
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育所保育料・公立保育所給食費収滞納管理業務 

行政機関等の名称 佐世保市 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

子ども未来部 保育幼稚園課 

個人情報ファイルの利用目的 保育料・公立給食費の収滞納管理のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５年齢、６続柄、

７個人番号、８電話番号、９市民税額（所得割・均等割）、

１０各収入額、１１各所得額、１２総所得額、１３各控除

額・扶養人数等、１４在留資格区分・期間、１５転入年月

日、１６転居年月日、１７転出年月日、１８身体障害者手

帳交付状況、１９療育手帳交付状況、２０精神障害者保健

福祉手帳交付状況、２１特別児童扶養手当受給者資格情

報、２２児童扶養手当受給者資格状況、２３児童手当受給

者資格情報、２４本籍・国籍、２５職業・職歴、２６学業、

２７親族関係、２８婚姻歴、２９家族状況、３０公的扶助、

３１母子・父子福祉医療費受給者資格情報、３２財産・収

入、３３相談内容、３４取引状況、３５納税（納付）状況、

３６意見・要望、３７その他 

記録範囲 保育料等の納付義務者および児童の扶養義務者 

記録情報の収集方法 

本人からの申告、各課からの提供、職員の調査によるもの、

児童福祉総合システム及び総合行政システムとデータ連

携 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
☑含む  □含まない 

記録情報の経常的提供先 他の官公庁 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）子ども未来部 保育幼稚園課 

（所在地）857-0042 佐世保市高砂町5番1号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ



政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 

ル） 

 


